
  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 

第３回東京都保健医療計画推進協議会 

会 議 録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年１１月２７日 

東京都保健医療局 



 - 1 - 

（午後６時００分 開始） 

 

◯奈倉計画推進担当課長 ただいまから令和５年度第３回東京都保健医療計画推進協議会

を開催いたします。 

委員の皆様方におかれましては大変お忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとう

ございます。議事に入りますまでの間、私、保健医療局医療政策部計画推進担当課長の奈倉

が進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

本会議はＷＥＢ会議形式となっております。通常の会議とは異なる運営となりますので、

事前に送付しておりますＷＥＢ会議参加にあたっての注意点をご一読いただき、ご参加い

ただきますようお願いいたします。 

なお、本日の会議でございますが、東京都保健医療計画推進協議会設置要綱第９に基づき

まして、会議、会議録及び会議に係る資料について、原則として公開となります。 

ただし、委員の発議により、出席委員の過半数で議決したときは、会議または会議録等を

非公開とすることができます。本日につきましては公開としたいと存じますが、よろしいで

しょうか。 

ありがとうございます。 

本日は傍聴者につきましては、既にＷＥＢで傍聴を許可しておりますので、併せてご了承

願います。 

次に、委員の出欠についてご報告いたします。本日は北村委員、桃原委員、前田委員より、

ご欠席の連絡をいただいております。なお、東京都側でございますが、雲田保健医療局長、

谷田次長、成田技監、ほか、保健医療局及び福祉局の関係各部の職員も出席してございます。 

次に、本日の会議資料でございます。資料は事前にメールで送付しておりますとおり、資

料１から資料３、参考資料がございます。お手元にご準備をお願いいたします。 

それでは、開会にあたり、保健医療局長の雲田から一言ご挨拶申し上げます。 

〇雲田保健医療局長 東京都保健医療局長の雲田でございます。 

 委員の皆様方には、日頃から東京都の保健医療行政に、多大なご協力をいただいておりま

すことを厚く御礼申し上げます。また、大変お忙しい中、東京都保健医療計画第７次改定に

あたりまして、昨年度から改定部会につきましては合計９回、推進協議会につきましては本

日を含めまして、３回の開催にご出席を賜り、重ねて御礼申し上げます。 

さて、今年度、この保健医療計画のほか、多くの計画の改定年でございまして、感染症予

防計画や循環器病対策推進計画、歯科保健推進計画につきましては、先日、それぞれの事業

の協議会等におきまして、素案の検討を行ったところでございます。 

保健医療計画につきましては、前回の本協議会におきまして、骨子案等をご議論いただき

ました。その後、計画素案につきまして、改定部会で２回にわたり委員の皆様に大変熱心な

ご議論をいただいたところでございます。 

本日は計画素案につきまして、委員の皆様からご意見をいただきまして、その後、区市町
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村、関係団体に意見照会、また、１２月中旬から実施予定のパブリックコメント等のご意見

も踏まえまして、医療審議会へ諮問、答申の上、年度末までに計画策定を行いたいと考えて

ございます。 

引き続き、都の保健医療行政につきまして、委員の皆様のお力添えを賜りますようお願い

申し上げまして、挨拶とさせていただきます。本日もよろしくお願いいたします。 

◯奈倉計画推進担当課長 それでは、これ以降の進行は橋本座長にお願いいたします。 

〇橋本座長 橋本でございます。それでは、これから私が会を進めさせていただきます。よ

ろしくお願いします。 

東京都保健医療計画の第七次改定計画素案につきまして、改定にあたっては１０月に開

催した第２回の保健医療計画推進協議会での報告を踏まえた上で、引き続き改定部会で検

討を進めてきていたところであります。雲田局長から今報告があったとおりです。 

そこで、今日、改定部会の部会長である伏見副座長から、計画素案の検討結果について簡

単にご報告をお願いしていきたいと思います。 

では、よろしくお願いします。 

〇伏見部会長 部会長を務めております伏見でございます。第８次保健医療計画素案の検

討経過についてご報告いたします。 

１０月の本会議では、第７回までの改定部会における検討について、骨子案をご報告いた

しました。 

その後、第８回、第９回改定部会を開催し、本日お示ししております第８次計画の素案を

取りまとめましたので、改定部会での検討状況について概括的にご報告いたします。 

まず、第８回の改定部会では、「第１部 計画の考え方」のほか、「第２部 第１章」の「都

民の視点に立った医療情報の提供・都民の理解促進」、「医療ＤＸの推進」、「保健医療を担う

人材の確保と資質の向上」、「生涯を通じた健康づくりの推進」、第３章「健康危機管理体制

の充実」、第４章「計画の推進主体の役割」について検討いたしました。 

また、第９回の改定部会では、新たに記載事項となっております６事業目の「新興感染症

発生・まん延時における医療」を含む５疾病６事業・在宅療養など、「難病患者等支援及び

血液・臓器移植対策」、「第２章 高齢者及び障害者施策の充実」などについて議論をいたし

ました。２回の改定部会において、各項目について委員から様々な意見が出され、本日時点

では一部調整中の事項もありますが、計画素案としてまとめております。素案の具体的内容

につきましてはこの後、事務局が説明いたします。 

以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇橋本座長 ありがとうございました。それでは、議事をさらに進めたいと思います。 

今日は３つに分けて素案の説明があります。それから全体を通してということで、大きく

４つに分けて質疑応答したいと思います。 

まず、第１部の保健医療福祉政策の充実に向けてというところから、第２部の第１章、第

４節までですが、かなり分量がありますので、３つに分けたうちの１つであります。 
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まず、今申し上げた、第１部から第２部の第１章第４節までのことについて、事務局より

説明をお願いします。 

◯奈倉計画推進担当課長 それでは、事務局からご説明いたします。資料３をご覧ください。 

はじめに、「第１部 保健医療福祉施策の充実に向けて」でございます。 

１ページをご覧ください。「第１章 計画の考え方」は第七次改定までの経緯、改定の趣旨

と基本理念、施策の方向性と推進主体、計画の性格、計画の期間を６ページまで記載してご

ざいます。 

７ページをお開き願います。「第２章 保健医療の変遷」は、保健医療計画に関連する国や

都の主な動きを年代順にまとめて記載してございます。 

１１ページをご覧ください。「第３章 東京の保健医療をめぐる現状」は、人口動向、受療

行動、医療施設、医療施設数等、保健医療や保健医療資源の現状を各種統計データに基づき、

図表などを用いて３７ページまで記載してございます。 

３８ページをお開き願います。「第４章 地域医療構想」は、平成２８年７月に策定した２

０２５年に向けた地域医療構想の概略と現行第７次保健医療計画期間中の取組を記載して

ございます。 

なお、２０２５年以降の新しい地域医療構想については、２０４０年頃を視野に入れた構

想とする方向で、現在、国が策定に向けた課題等の整理、検討を行っているところでござい

ます。 

４５ページをご覧ください。「第５章 保健医療圏と基準病床数」、保健医療圏でございま

す。保健医療圏の設定につきましては、現行計画同様の圏域とすることを記載しております。 

具体的には、一次保健医療圏は、地域住民に密着した保健医療福祉サービスを提供してい

く上での最も基本的な区域として、区市町村を圏域とします。 

４６ページ下段、三次保健医療圏は、救命救急など都全域での対応が必要な保健医療サー

ビスを提供する上での区域として、東京都全域を区域といたします。 

４６ページの上段、二次保健医療圏は、原則として特殊な医療を除く一般の入院医療に対

応する区域でございます。 

参考資料３及び参考資料４のとおり、現行二次保健医療圏について、人口の状況、患者の

流出入状況等において、現行の設定を変更するほどの大きな変化が見られないことから、第

８次計画においても、４７ページ記載の現行の１３圏域を二次保健医療圏といたします。 

 ４８ページをご覧ください。事業推進区域については、これまで培われてきた連携体制を

基盤としつつ、各疾病・事業の特性、患者の受療動向や医療資源の分布の状況に応じて、疾

病・事業ごとの取組を進めるため、現行計画から保健医療圏とは別に、柔軟に設定・運用を

しているものでございます。 

続いて５１ページをご覧ください。基準病床数については、今後、改定直近の人口等をも

とに算定し、５２ページ及び５３ページの表に新たな病床数を記載する予定としておりま

す。 
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５４ページをご覧ください。「第６章 計画の推進体制」には、計画のＰＤＣＡサイクルを

効果的に機能させるため、５５ページ上段記載の各疾病事業の協議会等、保健医療計画全体

を所管します本協議会が、施策の進捗や指標等について情報共有・連携を図りながら、推進

していくことを記載しております。 

 続いて、「第２部 計画の進め方」についてご説明いたします。 

５７ページをお開き願います。「第１章 健康づくりと保健医療体制の充実」のうち、この

パートでは、第１節から第４節までを取り上げます。 

まず「第１節、都民の視点に立った医療情報の提供・都民の理解促進」でございます。 

冒頭の囲みに目指す方向性、そのあとに骨子案同様、現状、これまでの取組、課題と取組

の方向性、評価指標を設定している項目につきましては、評価指標という順で、どの項目も

記載してございます。 

それでは、都民の視点に立った医療情報の提供・都民の理解促進を目指す方向性でござい

ますが、医療機関や薬局の医療情報を分かりやすく情報提供し、都民の適切な医療サービス

の選択を支援すること、医療制度や医療に関する都民の理解を促進する取組の推進の２点

で、６０ページに取組の方向性を記載してございます。 

６３ページをお開き願います。「第２節 医療ＤＸの推進」は、今回の改定で新しく設けた

項目でして、目指す方向性は、デジタル技術を活用した医療機関等の間での情報共有の推進

と、安全で質の高い医療を持続的に提供するための医療ＤＸの推進の２点でございます。 

６７ページをご覧ください。取組の方向性は、ページの下段、デジタル技術を活用した医

療情報等の共有の推進として、医療機関への電子カルテ導入の支援など、６８ページ中段、

質の高い医療提供体制確保のための医療ＤＸの推進として、医療サービスの質の向上や医

療機関の業務負担軽減につながるＤＸの推進、オンライン診療などの遠隔医療の推進を記

載しております。 

６９ページをお開きください。「第３節 保健医療を担う人材の確保と資質の向上」でござ

います。 

この節は、保健医療計画に一体化する医師確保計画の記載事項を含む医師、歯科医師、薬

剤師、看護職員等多様な専門職種の人材確保、資質向上を記載しております。 

目指す方向性は、各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮し、安全で良質な医療を持

続的に提供できるよう、東京の特性を踏まえ保健医療を担う人材の確保と資質の向上を図

る、でございます。 

８８ページをお開き願います。取組の方向性は、医師については、東京の特性に合った総

合的な医師確保対策の推進、医師偏在の解消に向けた取組の実施として、奨学金医師の活用

や地域医療支援ドクター事業の実施等、８９ページ、地域の実情に応じた医師の育成・確保

に関する取組として、ライフイベントに配慮した医師の育成・資質の向上に向けた取組を一

層の推進、多面的な採用活動や多様な働き方の支援による公衆衛生医師の確保等、９０ペー

ジの中段、医師の働き方改革への対応、勤務環境改善に向けた取組を記載しております。 
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続いて９１ページ上段、歯科医師については、医科歯科連携の推進、障害者歯科の人材育

成、在宅医療に取り組む歯科医師の確保を記載しております。 

９１ページ下段、薬剤師については、病院薬剤師や島しょ圏域に勤務する薬剤師の確保へ

の支援、地域の実情に応じた薬剤師確保対策を記載しており、９２ページの上段に、かかり

つけ薬剤師、地域の薬剤師間や多職種・医療機関と連携して患者を支える薬剤師の育成を記

載しております。 

続いて看護職員については、９２ページ中段、養成対策として、中高生等への働きかけ、

多様な人材確保に向けた取組等、看護需要に応じた養成の促進、定着対策として、９３ペー

ジに、ライフステージに応じた支援策の充実、スキルアップ・キャリアアップを望む看護職

員の支援等、看護職員の資質・専門性の向上を、再就業対策として、復職しやすい環境の整

備を、９４ページに、訪問看護師の人材確保等に向けた支援を記載しております。 

 続いて９４ページから９６ページまで、保健医療従事者としてリハビリテーション従事

者、歯科衛生士、９５ページに、介護人材、９６ページに、医療社会事業従事者などについ

て記載しております。また、９６ページの下段に、医療機関従事者の勤務環境改善への取組

の推進を記載しております。 

１０６ページをお開き願います。「第４節 生涯を通じた健康づくりの推進」は、本年度、

改定が進められている「東京都健康推進プラン２１」と整合を図り、８項目を記載してござ

います。 

「１ 生活習慣の改善」の目指す方向性は、東京都健康推進プラン２１（第三次）の総合

目標の一つである「健康寿命の延伸」に向け、都民一人ひとりの生活習慣の改善とともに、

社会全体で支援し、疾病等の予防を図る、でございます。 

１０７ページから１０９ページ上段まで、生活習慣の改善に向けた普及啓発の取組とし

て、健康的な食生活、身体活動、適切な休養・睡眠、生活習慣病のリスクを高める飲酒、喫

煙・受動喫煙の健康影響、禁煙希望者への禁煙支援、２０歳未満の者及び妊娠中の喫煙防止、

受動喫煙対策を記載しております。 

また、１０９ページの中段から、区市町村等への取組支援として、区市町村への財政的支

援、研修実施、健康づくりに取り組む企業への支援などを記載しております。 

１１２ページをお開き願います。「２ 母子保健・子供家庭福祉」の目指す方向性は、妊娠

期から子育てに至るまで切れ目のない支援体制の整備、都内全体の母子保健サービスの向

上、虐待発生の未然防止、要支援家庭の早期発見・支援の３点です。 

目指す方向性でございますが、１１４ページに、妊娠・出産に関する支援、子供の健康の

保持・増進や安全確保のための支援、１１５ページに、区市町村や関係機関に対する支援、

１１５ページの中段に、児童虐待の未然防止と早期発見・早期対応として、支援を必要とす

る子育て家庭に対する支援の充実を記載しています。 

１１７ページをご覧ください。「３ 青少年期の対策」を目指す方向性は、児童・生徒の健

康管理の向上のための連携強化の推進、専門家と連携した相談体制の整備、悩みを抱える青
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少年の状況に応じた支援でございます。 

１１８ページに、学校支援の取組の方向性として、新型コロナウイルス感染症等新たな感

染症発生への対応、健康づくり推進のための連携と支援、健康課題に対する専門的な相談体

制の整備、食物アレルギーや突然死の防止を記載しております。 

次に、青少年期における心の悩みの解消に向けた支援として、１１９ページ、「若ナビα」

など相談窓口による対応、区市町村やＮＰＯ法人等との連携など、地域における支援体制の

強化、本人や家族、支援者への情報提供を記載しております。 

１２０ページをご覧ください。「４ フレイル対策・ロコモティブシンドロームの予防」の

目指す方向性は、望ましい生活習慣の取組を推進し、身体機能・認知機能などの維持を図る

こと、住民主体の介護予防活動を推進し、支え合う地域づくりを目指すことで、取組の方向

性は１２１ページ上段、望ましい生活習慣等の実践に関する普及啓発の推進、ページ下段、

東京都介護予防・フレイル予防推進支援センターにおける人材育成や相談支援等、住民主体

の通いの場づくりの推進を記載しています。 

１２３ページをお開きください。「５ ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)の予防」でございます

が、目指す方向性は、ＣＯＰＤの予防、重症化予防に向けた正しい知識の周知、早期発見と

早期受診を促すための普及啓発で、取組の方向性は１２３ページ下段に、ＣＯＰＤに関する

正しい知識の普及、１２４ページに、禁煙希望者への支援を記載しております。 

１２５ページをご覧ください。「６ こころの健康づくり」の目指す方向性は、都民それぞ

れがストレスに上手に対処するとともに、必要に応じた早期に適切な支援を受けることで、

うつ傾向や不安を持たずに、生活できること、でございます。 

取組の方向性は１２５ページ下段に、ストレス対処法やこころの不調の早期発見に関す

る普及啓発、１２６ページに、こころの健康づくりに関わる人材育成、区市町村におけるこ

ころの健康づくりに関する取組への支援、こころの健康づくりに取り組む企業など、事業者

への取組の支援を記載しております。 

１２７ページ、「７ ひきこもり支援の取組」の目指す方向性でございますが、都民及び関

係者への普及啓発や効果的な情報発信、相談支援と、区市町村への支援です。 

取組の方向性は１２８ページに、都民及び関係者への普及啓発・効果的な情報発信、東京

都ひきこもりサポートネットなど相談窓口による対応、多様な社会参加の場とサポートの

充実、１２９ページに、支援者の育成、身近な地域における支援の充実として、区市町村へ

の支援と地域における連携ネットワークの構築を記載しております。 

１３０ページをご覧ください。「８ 自殺対策の取組」の目指す方向性は、「生きることの

包括的な支援」として自殺対策を推進し、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を

目指すこと、でございます。 

１３２ページから、取組の方向性を記載しておりまして、総合的な自殺対策の推進として、

自殺未遂者への継続的な支援、悩みを抱える方への早期に適切な支援窓口につなげる取組、

働き盛りの男性の自殺防止、困難を抱える女性への支援、児童・生徒・学生をはじめとする
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若年層の自殺防止、１３３ページに、遺された方への支援を記載しております。 

説明は以上でございます。 

○橋本座長 ありがとうございました。 

 まず、第１のセッションです。これについて、ご意見、ご質問がありましたら、挙手ボタ

ンで合図をくだされば、事務局がご指名します。どうぞ。 

 遠藤委員、お願いします。 

○遠藤委員 学習院大学の遠藤でございます。１４ページを見させていただけますか。 

これは東京都の高齢化の状況を書いたものですが、これでよろしいと思うんですが、７５

歳以上の人口の割合を見ると、２０２５年から２０４０年ぐらいが、割合からいってもフラ

ットであるし、絶対量からいっても１９１が１８９ぐらいということですので、７５歳以上

の人口が増えない時期がしばらく続くと。それからまた、割合的には増えていくんだという

話なので、高齢化が一服してしまうような印象を与えると思うんです。 

私、社人研の地域別将来人口、これは平成３０年推計が直近なので、もっと新しいのでは

変わると思うんですが、それで計算をしてみると、確かに７５歳以上では、２０２５年から

２０４０年までの間に１．０５ぐらいしか増えないですが、例えば８０歳以上にすると１．

１４、さらに８５歳以上は１．３５と、ちゃんとこの中で、７５歳以上の中でも高齢化がど

んどん進んでいるんです。 

ということが、東京都にとってみると、かなりの高齢者が増えてくるということなので、

これについて余りコメントが書いてないんですが、コメントに何か付け加えていったほう

がよろしいのではないかと思います。 

特に、７５歳ぐらいと８５歳ぐらいでは、医療費も介護費もだいぶ違いますし、提供すべ

き医療や介護の内容も変わってまいりますので、その辺の実態があるということを少し含

ませたほうがいいのかなと思いました。 

以上です。ありがとうございました。 

○橋本座長 ありがとうございました。意見として反映できるところは反映したいと思い

ます。 

確かに８０歳以上になると、疾患とかケアのリスクの頻度が変わりますから、内容的には

変わってくると思いますので、コメントを付ける方向で行くかと思います。 

 それでは、猪口委員、よろしくお願いします。 

○猪口委員 猪口です。４５ページの保健医療圏のところです。一次医療圏についてお書き

いただいていますが、僕たち病院からすると、この一次医療圏、それぞれ基本的なサービス

を保健医療サービス、福祉サービスと、それぞれの区市町村が提供するということで結構で

すが、それに対して何も文句はないんですが、病院としては、区市町村ごとにサービスの内

容が違うというところが出てきます。 

例えば、予防接種をやっているところとかやってないところとか、それに補助を出してい

るとか、いろいろな形でサービスのレベルがいろいろ違ってしまうと、患者さんごとに、
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我々がどうしたらいいのかとか、それから区に問い合わせるとか、いろんなことやるんです

ね。できれば東京都全体としては、いいところに合わせるというか、そういうようなふうに

なってくれたほうが、我々としてありがたいのですが、そういう書きっぷりというのは書き

づらいと思いますが、この一次医療圏レベルのサービスを均質化していくというんでしょ

うか、東京都と話し合いながら合わせていくような会議体みたいなものができるとありが

たいなと思っているところです。 

これも希望ですので、この辺に書き込みづらい内容だと思いますが、実質的には何かそう

いうような会議体みたいなものができるとありがたいと思っています。 

○橋本座長  ありがとうございました。少し考えさせていただくことになるかなと思いま

す。ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 

では、次に行きましょうか。それでは、第２に行きます。 

第２部の計画の進め方のうち、今の次から、第１章の第５節から第７節まで、これもかな

りの分量になります。よろしくお願いします。 

◯奈倉計画推進担当課長 それでは、１３４ページをご覧ください。 

 第５節は、今回の改定にあたり、保健医療計画に一体化させる外来医療計画に該当する箇

所でございます。 

目指す方向性は外来機能を明確化し、各医療機関の役割分担や医療機関間の連携を促進

し、地域に必要な外来医療の提供体制を確保すること、高額な医療機器の共同利用の促進で

ございます。 

 １４２ページから１４３ページにかけて、取組の方向性を記載しております。 

続いて１４３ページをご覧ください。「第６節 切れ目のない保健医療体制の推進」でござ

いまして、こちらが主に５疾病６事業等を記載した節になります。 

「１ がん」の目指す方向性は、誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての都民のが

んの克服を目指すため、科学的根拠に基づくがん予防・がん検診を充実、患者本位で持続可

能ながん医療の推進、がんとの共生社会の構築を図る取組の推進でございます。 

１５４ページから１５６ページ上段までが、予防に関する取組の方向性になります。 

１５４ページには、科学的根拠に基づくがんのリスクを下げるための生活習慣に関する

普及啓発や、生活習慣を改善しやすい環境づくりの推進、喫煙率減少・受動喫煙対策等に関

する取組の推進、１５５ページに、感染症に起因するがんの予防に関する取組の推進、がん

検診の受診率向上に関する取組の推進、１５６ページに、科学的根拠に基づく検診実施及び

質の向上に関する支援の推進としております。 

１５７ページから１６０ページまでが、がん医療でございまして、１５７ページに、拠点

病院等を中心としたがん医療提供体制の構築、地域の医療機関におけるがん医療提供体制

の充実、１５８ページに、がんと診断されたときからの切れ目のない緩和ケアの提供として、

都内医療提供体制の充実、１５９ページに、人材育成の充実・強化、都民の正しい理解の促

進を記載しています。 
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また、１５９ページ下段から１６０ページに、「小児・ＡＹＡ世代のがん医療に特有の事

項」を記載しております。 

１６１ページから１６４ページまでが、がんとの共生のパートになりまして、１６１ペー

ジに、がん相談支援センターにおける相談支援の強化、様々な形での患者・家族への支援の

充実、東京都がんポータルサイト等の情報提供の充実、１６２ページに、サバイバーシップ

支援、１６４ページに、小児・ＡＹＡ世代、壮年期、高齢期に分けて患者家族への支援の充

実を記載しております。 

１６５ページ及び１６６ページは、基盤の整備でございまして、１６５ページに、がん登

録の質の向上及び利活用の推進、がん研究の充実、１６６ページに、学校におけるがん教育

の推進、あらゆる世代に対するがんに関する正しい理解の促進を記載しております。 

続いて１７２ページをお開きください。「２ 循環器病（脳卒中・心血管疾患）」の目指す

方向性は、予防につながる取組の推進、救急現場からの搬送、受入体制の整備、切れ目なく

適切な医療提供、住み慣れた地域での患者、家族支援の充実でございます。 

１７７ページをご覧ください。発症予防や早期発見について、循環器病に関する普及啓発

の推進、１７８ページ中段に、救急、急性期医療について、救急医療提供体制の充実、医療

連携の推進、１７９ページ中段に、一貫したリハビリテーションの推進、１８０ページに、

地域におけるリハビリテーションの推進、１８０ページの中段から１８２ページにかけま

して、連携・情報共有や人材育成の促進、後遺症を有する者への福祉サービス等提供と社会

的理解の促進、１８１ページ下段に、循環器病に関する適切な情報提供・相談支援の実施、

１８２ページに、治療と仕事の両立支援・就労支援の充実、小児期・若年期から配慮が必要

な循環病への対策として、年齢に応じた適切な医療提供・支援体制の充実を記載しておりま

す。 

続いて、１８６ページをお開き願います。「３ 糖尿病」の目指す方向性は、正しい知識や

治療継続の重要性などの効果的な普及啓発の促進、重症化予防、予防から治療までの一貫し

た対策の推進、取組の方向性は１９３ページに、糖尿病・メタボリックシンドロームに関す

るより効果的な普及啓発の実施、１９４ページに、糖尿病の発症・重症化予防に向けた取組

の推進、１９５ページに、予防から治療までの医療連携の強化、糖尿病地域連携体制の強化

を記載しております。 

１９８ページをご覧ください。「４ 精神疾患」でございます。目指す方向性は、地域で安

心して暮らせる体制づくり（地域包括ケア）の推進、緊急時に必要な医療につなぐ体制づく

り（救急医療）の推進、多様な精神疾患ごとの医療体制の整備、精神科病院における虐待防

止等に向けた取組の推進でございます。 

２０６ページをご覧ください。取組の方向性は、地域で安心して暮らせる体制づくり（地

域包括ケア）として、都民への普及啓発・相談対応、支援を必要とする人を支える地域の関

係機関の連携体制の充実、２０７ページに、精神科病院から地域生活への移行及び地域定着

に向けた取組、２０８ページに、地域生活の継続に向けた取組の推進を記載しております。 
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また、２０８ページに、緊急時に必要な医療につなぐ体制づくり（救急医療）として、精

神科救急医療体制の整備、２０９ページに、精神身体合併症救急医療体制の整備、２１０ペ

ージに、災害時における精神科医療体制の整備の推進、２１０ページから２１３ページまで、

多様な疾患への対応として、うつ病、統合失調症、依存症、小児精神科医療、発達障害児（者）、

高次脳機能障害、摂食障害、てんかんを記載しております。 

また、２１４ページに、精神科病院における虐待防止・人権擁護に向けた取組の推進を記

載しております。 

２１７ページをご覧ください。「５ 認知症」の目指す方向性は、区市町村や関係機関と連

携した総合的な認知症施策を推進し、居住地域にかかわらず状況に応じた適切な医療・介

護・生活支援等を受けられる体制の構築でございます。 

取組の方向性は、２１９ページ中段、認知症施策の総合的な推進、２２０ページに、普及

啓発及び本人発信支援の推進、認知症の発症や進行を遅らせるための取組・研究の推進、２

２１ページに、早期診断・早期支援の推進、２２２ページに、医療提供体制の整備、２２４

ページに、医療従事者・介護従事者等の認知症対応能力向上、日本版ＢＰＳＤケアプログラ

ム及び意思決定支援を普及・推進、２２５ページに、家族介護者の介護負担軽減に向けた取

組の推進、認知症バリアフリー及び社会参加への支援、２２６ページに、認知症の人と家族

を支える地域づくりを推進、若年性認知症施策の推進、２２７ページに、認知症に関する研

究の推進を記載しております。 

２２８ページをご覧ください。「６ 救急医療」の目指す方向性は、いつでも、どこでも、

だれでも、その症状に応じた適切な医療を迅速に受けられる救急医療体制の確保、増加する

高齢者の救急医療の確保、救急車の適時・適切な利用の推進でございます。 

取組の方向性は、２３８ページに、救急外来での救急救命士の活用、ドクターヘリの更な

る効果的な運用体制の確保などの、救急受入体制の強化を記載しております。 

また、２４０ページに、高齢者施設等における救急対応の円滑化やアドバンス・ケア・プ

ランニング（ＡＣＰ）の都民への周知など、地域包括ケアシステムにおける、迅速・適切な

救急医療の確保、２４１ページに、救急相談センター（♯７１１９）等の普及啓発など、救

急車の適時・適切な利用の推進を記載しております。 

２４６ページをお開き願います。「７ 災害医療」の目指す方向性は、災害発生時に医療機

能を継続できる取組の推進、医療救護に関する情報連絡体制の充実、東京ＤＭＡＴの体制強

化、災害時における医薬品等の供給体制の確保でございます。 

２５４ページから取組の方向性を記載しております。２５４ページには、新たな被害想定

に基づく災害時の患者収容力の確保、拠点病院等の自家発電設備など施設整備の支援など、

災害に備えた病院の体制整備、２５５ページに、水害への備えの充実とパンデミックと自然

災害の同時発生について、新興感染症対策のまん延を想定した災害医療対策、２５６ページ

に、核・生物剤・化学剤に起因する災害、ＮＢＣ災害対策の充実、実効性のある被ばく医療

体制構築を記載しております。 
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続いて２５６ページに、医療救護体制の強化について、都災害対策本部及び医療対策拠点

の機能確保、２５７ページに、区市町村、二次保健医療圏の体制の充実、２５８ページに、

医療連携体制の確保、２５９ページに、情報連絡体制・搬送体制、大規模イベント時の危機

管理体制の確保、災害医療に関する医療機関や都民等への普及啓発、２６０ページに、東京

ＤＭＡＴの体制強化、２６１ページに、医薬品等の供給体制の確保を記載しております。 

 ２６６ページ、「８ 新興感染症発生・まん延時の医療」は、令和３年の医療法改正により、

今回の改定で追加した、いわゆる６事業目になります。 

目指す方向性は、通常医療との両立を図りながら、入院医療体制の確保、機動的な臨時の

医療施設の設置、症状に応じた円滑な入院調整体制の整備になります。 

 また、通常医療と新興感染症医療を担う医療機関間の円滑な連携体制の整備、自宅療養者

等に医療提供をする医療機関や軽症者向けの宿泊医療用施設の確保でございます。 

取組の方向性ですが、２６９ページに、病床確保について記載しておりまして、発生時か

ら感染症病床を中心とする対応、流行初期の医療措置協定を締結した医療機関を中心とし

た体制など、２７０ページに、発熱外来として感染状況を各段階での関係機関が連携し役割

に応じた診療・検査体制の確保などを記載しており、２７１ページに、外出自粛対象者等に

対する医療の提供に関しては、宿泊療養施設の確保、医療措置協定の締結など、２７１ペー

ジの下段、医療人材の確保に関しては、医療人材が不足する施設に対する必要な人材を配置

できる体制整備などを記載しております。 

２７４ページをご覧ください。「９ へき地医療」の目指す方向性は、へき地町村が行う医

療従事者の確保、へき地医療の普及・啓発活動の支援、へき地の診療施設・設備等の診療基

盤の整備の支援、本土で治療を行った患者の円滑な移行の検討、災害対応力の向上でござい

ます。 

２８２ページから２８４ページに、取組の方向性を記載しております。 

２８６ページをお開き願います。「１０ 周産期医療」の目指す方向性は、安心して子供を

産み育ていることができる環境づくりの推進、ハイリスク妊産婦への対応強化やＮＩＣＵ

等長期入院児の在宅移行支援の充実強化、災害時や新興感染症発生時の周産期医療体制の

確保でございます。 

取組の方向性は、２９６ページに、リスクに応じた妊産婦・新生児へのケアの強化、２９

８ページに、母体救命が必要なハイリスク妊産婦への対応の強化、ＮＩＣＵ等長期入院児に

対する在宅移行支援の強化、災害時における周産期医療体制の推進、２９９ページに、新興

感染症発生時における周産期医療体制の確保、周産期医療に携わる医師の確保を記載して

おります。 

３０５ページをご覧ください。「１１ 小児医療」の目指す方向性は、症状に応じた適切な

医療を迅速に受けられる小児救急医療体制の充実、こども救命センター等での救命処置か

ら円滑な転退院までの患者・家族の支援、地域の小児医療を担う人材や小児在宅医療の提供

体制の整備、子供の健康相談支援や事故防止に関する普及啓発の推進でございます。 
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取組の方向性は、３１４ページに、小児救急医療体制の充実、小児外傷患者の受入促進、

３１５ページに、小児医療に関する普及啓発・相談事業の推進、災害時における小児救急医

療体制の推進、新興感染症発生時における小児医療体制の確保、３１６ページに、小児医療

を担う人材の確保、３１７ページから３１９ページに、地域における小児医療体制の確保と

して様々な取組、３２０ページに、母子保健・子供家庭福祉からの再掲として児童虐待の未

然防止と早期発見・早期対応について記載しております。 

３２３ページをご覧ください。「１２ 在宅療養」の目指す方向性は、誰もが、住み慣れた

地域で暮らし続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供する取組の推進、在

宅療養に係る人材の確保の推進、在宅療養に関する効果的な普及啓発でございます。 

取組の方向性は、３３１ページに、地域包括ケアシステムにおける在宅療養体制の構築、

３３３ページに、ハラスメント対策や災害時、新興感染症発生・まん延時の対応を含む地域

における在宅療養の推進、３３４ページに、在宅療養生活への円滑な移行の促進、在宅療養

に関わる人材の確保・育成、３３５ページに、アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）

などを含む在宅療養に関する都民への普及啓発を記載しております。 

３３９ページ、「１３ リハビリテーション医療」をご覧ください。目指す方向性は、急性

期から維持期まで切れ目なく一貫したリハビリテーションを受けられる医療機関等の支援、

東京都リハビリテーション病院の施策への積極的貢献でございまして、３４３ページから

３４４ページに、取組の方向性を記載しております。 

３４５ページをご覧ください。「１４ 外国人患者への医療」の目指す方向性は、受入体制

が整った医療機関の整備や医療従事者等の対応能力の向上、外国人患者への日本の医療制

度等についての情報発信、症状に応じて安心して受診等ができる仕組みづくりに向けた取

組の推進でございます。３４９ページ及び３５１ページに、取組の方向性を記載しておりま

す。 

３５２ページをお開き願います。「第７節 歯科保健医療」の目指す方向性でございますが、

ライフコースに沿った歯と口の健康づくりの推進、かかりつけ歯科医での予防管理と医科

歯科連携の推進、障害者や在宅療養者など多様な歯科保健ニーズへの対応、大規模災害等へ

の対応の推進で、３５６ページから３５９ページまで、取組の方向性を記載してございます。 

説明は以上でございます。 

○橋本座長  ありがとうございました。個別のものがたくさん出てきましたが、ただいま

のご説明ついてご質問・ご意見があればお聞きしたいと思います。挙手をお願いします。 

田邉委員、どうぞ。 

○田邉委員 東京精神科病院協会の田邉と申します。確認したいのですが、先週まで第９回

改定部会に出ていましたが、ここに書いてあるものが、そのときに発言した意見が反映され

ているものもあれば、そうでない部分もあるんですが、これは最終形となって、反映されて

ない部分は、検討されたけれども取り上げられなかったという解釈でよろしいのでしょう

か。 
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○橋本座長  事務局、お答えいただけますか。 

◯奈倉計画推進担当課長 計画推進担当課長の奈倉でございます。 

こちらは今回、改定部会から計画推進協までの期間が短かったこともございまして、まだ

検討中の項目もございまして、今回反映できていないものでも、検討する方向で検討してい

るものもございます。これが最終案ということではなく、パブリックコメントまで、しばら

く修正等を続けていくということになります。 

よろしくお願いいたします。 

○田邉委員 分かりました。ありがとうございます。 

○橋本座長 ありがとうございます。 

ほかはいかがでしょうか。 

よろしゅうございますか。 

それでは、最後にまた「全体を通して」ということでお尋ねしますので、次に行きたいと

思います。 

第３は、第２部の計画の進め方の第１章の第８節から第４章までということです。どうぞ

よろしくお願いします。 

◯奈倉計画推進担当課長 それでは、３６２ページをお開き願います。 

 「第８節 難病患者等支援及び血液・臓器移植対策」、 「１ 難病患者支援対策」の目指す

方向性でございますが、難病患者等が早期に正しい診断を受けられる体制の構築、発症から

地域での療養生活まで切れ目なく支援する体制の整備でございます。 

取組の方向性は、３６３ページに、早期診断から在宅療養生活までの切れ目のない医療提

供体制の構築、患者ニーズと地域の実情に応じた支援体制の構築、３６４ページに、人材育

成支援の充実を記載しております。 

続いて、３６５ページをご覧ください。「２ 原爆被爆者援護対策」の目指す方向性でござ

いますが、原爆被爆者の健康保持と福祉の向上のための総合的な援護対策の実施でござい

ます。 

取組の方向性として、被爆者及び被爆者の子の健康保持や生活不安解消に向けた支援を

記載しております。 

３６６ページをご覧ください。「３ ウィルス肝炎対策」の目指す方向性は、早期発見、適

切な治療に結びつけるなど、肝硬変又は肝がんへの移行者を減らす、検査実施体制や医療体

制の整備、医療費助成など、総合的な対策の実施でございます。 

３６６ページから３６８ページに、取組の方向性を記載しております。 

続いて３６９ページをご覧ください。「４ 血液の確保・血液製剤の適正使用対策・臓器移

植対策」の目指す方向性は、必要な血液確保のための献血に関する普及啓発、血液の適正使

用の推進、臓器移植に関する都民への普及啓発、骨髄ドナー登録の推進で、３７０ページか

ら３７１ページに、取組の方向性を記載しております。 

３７２ページをご覧ください。「第９節 医療安全の確保等」の目指す方向性は、保健医療
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サービスの質の向上の支援、医療安全に対する意識の向上でございまして、取組の方向性は、

３７４ページ下段に、医療安全支援センターを活用した支援、３７５ページに、特別区への

医療安全支援センターの設置の促進、３７６ページに、立入検査の実施、院内感染対策の推

進、３７７ページに、医療廃棄物の適正処理の更なる推進、死因究明体制の確保に関して検

案医の確保と専門性の向上を記載しております。 

３７９ページをご覧ください。「第１０節 医療費適正化」の目指す方向性は、現在策定が

進められている「第四期東京都医療費適正化計画」を踏まえて、都民の健康の保持、良質で

効率的な医療提供体制の確立等に向けた取組の推進により、都民医療費の適正化につなげ

ていくことで、取組の方向性としては、３８０ページに、生活習慣病の予防と健康の保持増

進、３８１ページに医療資源の効率的な活用を記載しております。 

続いて３８２ページをお開き願います。「第２章 高齢者及び障害者施策の充実」でござい

ます。 

３８３ページをご覧ください。「第１節 高齢者保健福祉施策」の目指す方向性は、現在策

定が進められている「第９期高齢者保健福祉計画」に基づき、地域で支え合いながら、高齢

者がいきいきと心豊かに、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる東京の実

現に向け、地域包括ケアシステムを深化・推進するための取組を推進していく、でございま

す。取組の方向性は、３８５ページ下段に、介護予防・フレイル予防と社会参加の推進、３

８６ページに、介護サービス基盤の整備促進、３８７ページに、介護人材の確保・定着・育

成、高齢者向け住宅の確保・居住支援の推進、３８８ページに、支え合う地域づくりへの支

援、３８９ページに、在宅療養の推進、認知症施策の総合的な推進、３９０ページに、地域

包括ケアシステムのマネジメント機能強化に向けた保険者支援、高齢者保健福祉施策にお

けるＤＸの推進を記載しております。 

３９１ページ、「第２節 障害者施策」でございます。目指す方向性は、現在改定が進めら

れている「障害者・障害児施策推進計画」に基づく、障害者が地域で安心して暮らせる社会

を実現するための取組を推進、重症心身障害児（者）の在宅療育体制の充実、医療的ケア児

の支援、充実でございます。 

３９３ページに、取組の方向性として、地域生活を支える基盤の整備促進、地域生活への

移行促進と地域生活の継続の支援、一般就労に向けた支援の充実・強化、共生社会実現に向

けた障害者の理解促進、３９４ページに、在宅重症心身障害児（者）の療育体制の充実、医

療的ケア児への支援を記載しております。 

続いて「第３章 健康危機管理体制の充実」についてご説明いたします。３９８ページを

お開き願います。 

「第１節 健康危機管理の推進」は、都の健康危機管理の科学的・技術的拠点である東京

都健康安全研究センター等について記載しております。 

取組の方向性は、３９９ページに、健康被害の未然防止のための効果的な監視指導、健康

危機発生時における被害拡大の防止のための迅速な原因究明・調査研究、４００ページに、
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リスクコミュニケーションなど健康危機に関する情報提供の充実、ページの下段に、多様な

健康危機から都民を守るための職員への体系的な研修の実施を記載しております。 

４０２ページをご覧ください。「第２節 感染症対策」でございます。こちらは第２部第６

節「８ 新興感染症発生・まん延時の医療」の箇所に記載している以外の感染症対策につい

て、主に記載しております。 

目指す方向性は、感染症の脅威から都民を守るための感染症対策の充実・強化、感染症の

予防及びまん延防止の一層の推進、医療体制の強化や国内外の関係機関との連携体制の確

保、新型コロナの対応を踏まえた次回発生時に備えた体制の構築、対策の強化、ＨＩＶ／エ

イズ・性感染症対策の推進でございます。 

取組の方向性は、４０４ページに、新型インフルエンザをはじめとする新興・再興感染症

の流行に備えた感染症医療体制の強化を記載しており、４０６ページに、病原体サーベイラ

ンスの充実など、感染症の発生状況の早期把握と迅速な対応体制、情報発信の強化、全庁的

な危機管理体制の確保など、組織横断的な連携、４０７ページに、東京 iＣＤＣなどインテ

リジェンス機能の強化や人材育成など組織的対応力の強化、結核対策として、重点対象者に

対する健康診断・普及啓発の強化等、４０８ページに、患者中心のＤＯＴＳ（直接服薬確認

療法）の推進、地域における結核医療の確保、４０９ページに、社会全体と連携したＨＩＶ

／エイズ、性感染症対策を記載しております。 

続いて４１０ページをご覧ください。「第３節 医薬品等の安全確保」の目指す方向性は、

医薬品等の品質、有効性、安全性の確保を図るための製造販売業者への指導・支援、監視指

導を強化し、違反品や偽造薬の流通等の未然防止、「東京都薬物乱用対策推進計画」に基づ

く薬物乱用対策の充実です。 

４１１ページから４１３ページに、取組の方向性を記載してございます。 

続いて４１４ページをご覧ください。「第４節 食品の安全確保」では、食品の安全確保の

ため、４１５ページに、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の周知や技術的支援など自主的管理の

推進、４１６ページに、多様化する健康危機に対応した総合的な食品安全行政の推進、大規

模食中毒対策の推進、４１７ページに、食品安全に関するリスクコミュニケーションの推進

を記載しております。 

４１８ページをご覧ください。「第５節 アレルギー疾患対策」の目指す方向性は、都民に

対する情報提供や普及啓発の充実、アレルギー疾患医療の質の向上、医療連携体制の構築等、

患者等の支援を行う相談体制の充実等で、４１９ページから４２１ページまで、取組の方向

性を記載しております。 

４２３ページをご覧ください。「第６節 環境保健対策」については、取組の方向性として、

４２４ページに、食品由来の化学物質等摂取量推計調査の実施、室内環境向上に向けた取組

（シックハウス対策等）、大気汚染物質による健康影響に係る調査研究、環境中の放射線量

に関する情報提供を記載しております。 

４２５ページをご覧ください。「第７節 生活衛生対策」については、取組の方向性として、
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４２６ページに、理容所・美容所、クリーニング所などの環境衛生関係施設の自主管理の促

進等、入浴施設に対する監視指導等の強化及び自主管理の徹底、特定建築物の監視指導の充

実、４２７ページに、飲料水のさらなる安全確保を記載しております。 

４２８ページをご覧ください。「第８節 動物愛護と管理」については、取組の方向性とし

て、４２９ページに、動物の適正飼養の啓発と徹底、１３０ページに、動物の致死処分数の

更なる減少を目指した取組の推進、事業者等による動物の適正な取扱いの推進、４３１ペー

ジに、動物由来感染症・災害時への対応の強化を記載しております。 

４３２ページをご覧ください。「第４章 計画の推進主体の役割」でございます。この節は、

行政、医療提供施設、保険者、都民に分けてそれぞれの役割を記載しております。 

４３３ページ、「第１節 行政の果たすべき役割」の区市町村の役割については、住民の日

常生活を支える健康づくりや疾病予防などの提供は、住民に最も身近な行政機関である区

市町村が、地域の実情に応じて提供することが必要であること、区市町村は地域包括ケアシ

ステムの深化・推進に向けた在宅療養の取組主体であることなどを記載しております。 

４３４ページ、「都の役割」については、都は都全域における施策の実施の主体でござい

まして、保健医療計画の基本理念の実現、「５つの基本目標」の達成に向け、医療・介護サ

ービスの連携のみならず、健康づくり、福祉、住まいや教育などの施策とも連動して、取り

組むことなどを記載しております。 

４３５ページ、「国の役割」については、我が国の保健医療、特に医療の基幹となる制度

づくりは、国の責務であることなどを記載してございます。 

４３６ページ、「保健所の役割」については、地域保健に関する広域的、専門的かつ技術

的拠点であり、新興感染症や大規模災害等の発生時には、地域における健康危機管理の拠点

であることと、都保健所は圏域内の市町村と役割分担のもと、広域的、専門的、技術的な保

健サービスを提供すること等を記載しております。 

また、都保健所の取組の方向性といたしまして、４３８ページに、健康危機管理に関する

機能強化、保健・医療・福祉の一体的、総合的な取組の強化と健康的なまちづくりの推進、

４３９ページに、市町村・地域に対する支援の強化・充実、業務効率化や都民・事業者の利

便性の向上のためのＤＸの推進を記載しております。 

４４０ページをご覧ください。「３ 東京都の試験検査、研究機関の役割」でございます。

都健康安全研究センターについては、地域保健法に基づく地方衛生研究所として、都民の生

命と健康を守る科学的・技術的拠点としての役割を担っております。 

４４３ページをご覧ください。公益財団法人東京都医学総合研究所については、都民の保

健・医療・福祉の向上のため、都民ニーズに対応した研究を推進し、その研究成果を都民・

社会に還元する役割を担っており、取組の方向性として、４４３ページ下段、保健・医療・

福祉の課題解決に向けた研究の推進、４４４ページ上段に、都立病院等とのさらなる連携強

化や研究成果の実用化に向けた取組を推進、４４４ページの中段、シンポジウムやセミナー

等の開催など研究成果の発信・普及活動及び人材の育成の推進を記載しております。 
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４４５ページをご覧ください。「第２節 医療提供施設の果たすべき役割等」は、総論とし

て冒頭に医療機能の分化・連携の方向性を記載し、４４６ページ以降に、公立病院、特定機

能病院や地域医療支援病院などの公的医療機関等、そのあとに民間病院、診療所、薬局等の

役割を記載しております。 

４４６ページから４５３ページまで、公立病院のうち、都立病院（地方独立行政法人都立

病院機構が開設する病院）について、４５４ページに、区市町村立病院を記載しております。 

４５５ページをお開き願います。公的医療機関等については、４５５ページから４５７ペ

ージまでに特定機能病院、４５８ページから４６０ページまでが地域医療支援病院、４６１

ページに、国立病院機構や地域医療機能推進機構などが開設する特定機能病院及び地域医

療支援病院ではない公的医療機関等について記載しております。 

４６２ページには、民間病院の役割、４６３ページから４６５ページまで、一般診療所・

歯科診療所について、かかりつけ医や、かかりつけ歯科医に触れながら記載しております。 

また、４６６ページから４６９ページまで、薬局について、健康サポート薬局なども含め

記載しております。 

４７０ページ及び４７１ページに、訪問看護ステーションについて記載してございます。 

４７２ページ、第３節は、保険者の果たすべき役割でございます。 

４７２ページから４７４ページまでは、加入者の健康の保持増進のための生活習慣病の

発症や重症化予防などの取組の推進、医療資源の効率的な活用のための取組の推進などを

記載しております。 

最後に４７５ページ、「第４節 都民の果たすべき役割」でございますが、都民や患者一

人ひとりが、保健医療サービスの単なる受け手ではなく、「主体」として自覚を持ち、健康

づくりや介護予防に努めるとともに、医療制度を理解し、保健医療に係る情報を適切に選択

し、受診行動に反映させていくことなどを記載してございます。 

説明は以上でございます。 

○橋本座長   ありがとうございます。お疲れさまでした。 

 このセッションについてご意見・ご質問があれば伺いたいと思います。いかがでしょうか。 

よろしいですか。 

それでは、このセッションは終わりたいと思います。 

それでは、全体としていかがでしょうか。ご意見があれば伺いたいと思います。いかがで

しょうか。 

私から聞いてよろしいですか。これまでのところに評価指標というのが随所に出てく

るのですが、この評価指標が出てくる単位というのは、確認ですが、どういうふうに、章

ごととか必要な区分ごととか。 

◯奈倉計画推進担当課長 ご質問ありがとうございます。 

評価指標についてでございますが、基本的に項目ごとに付けておりまして、５疾病６事

業、在宅等については、評価指標の設定を必須としております。 
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その他の項目については、可能な限り設定という形でございますので、設定している項

目と設定していない項目がございます。 

○橋本座長 これは、協議会がありますよね。そこから出てきているものですか。 

◯奈倉計画推進担当課長 ご理解のとおりでして、本文もそうですし、評価指標につきま

しても、各疾病事業の協議会においてご検討いただいて、こちらに掲載してございます。 

○橋本座長 そうすると、それぞれの専門家が集まっているので、指標をつくりやすいと

いう利点もあるんですね。違った観点から指標をつくると分かりにくいという、逆の言い

方もできる。 

例えば、ちょっと気になったんですが、これは反映してくれという意味ではなくて、糖

尿病のところで、糖尿病の重症化予防というのは、相当大事なことだと僕は思っているし、

諸外国でも「ディジーズマネジメント」というプログラムがつくられていて、重症化する

と、もちろん医療費の問題があるので、いろんな病気になって重くなってくるので、そこ

を抑えるのが大事だと言い方をされていて、重症化予防と一応、文言では言っているけれ

ども、評価指標としてはないように思うんですが、どこかに包含されていますか。 

これについては、もう決まったものだからいいと思うんですが、力を入れている文言と、

それが評価を取っていく文言と、ちょっとディスクレパンシー、食い違いがあるかなと思

っていて、だから「それははかれないよ」と言えば、それまでですが。 

ちょっと検討してください。 

それから、評価指標があるということは、それに基づいて評価をする。そうすると、こ

の計画の進捗状況をある程度みるものになると思いますが、認識はそれでよろしいです

か。 

そうすると、ここから僕の意見ですが、評価指標だけを各部門、各部署にばらけて置い

ておくのはいいですよ、読む流れでいいですが、どっかでまとめて、巻末にまとめて、「こ

の計画における評価指標一覧」みたいなものをまとめていただくと、それを読む人たちは、

一体都は何を評価しようとしているのかということが、よく分かるのでいいかなと思っ

たのですが、それは可能ですか。 

ご検討いただければと思います。 

◯奈倉計画推進担当課長 ご質問ありがとうございます。現行の計画では、巻末のところ

に、国が設定しております指標と都独自で設定しております指標が記載してございまし

て、当計画における評価指標一覧ということで、現行計画で申しますと、４４２ページか

ら指標の一覧を記載している箇所がございます。 

○橋本座長 そうですね、分かりました。 

◯奈倉計画推進担当課長 今回の改定におきましても、同じように冊子とはいたしませ

んが、データブックのような形で指標一覧をつくる予定です。 

○橋本座長 資料編に付くみたいな感じですかね。分かりました。では、そのようにして

ください。ありがとうございます。 
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皆さん、いかがでしょうか。ほかにございますか。 

吉井委員、お願いします。 

○吉井委員 東京都老人クラブ連合会の吉井でございます。前回の委員会を欠席し、かつ、

本日のこのデータも事前の読み込みできなかった立場で発言をしたら怒られてしまうか

もしれませんが、私たち高齢者は、今回のコロナでかなりの打撃を受けました。コロナに

罹患してということではなくて、その副作用みたいな形で、軽度の認知障害であるとか、

フレイルであるとかという形のものが、かなり出てきております。 

そうしたところで、１２０ページのフレイル対策と２６６ページのまん延等の医療の

関係というのは、そこら辺のところは、いわゆる、まん延時の医療というのは、規制が入

った中での活動を抑える形の中で、皆様同じだったと思いますが、高齢者は特にフレイル

の進行みたいなものが著しかったというところがあるんですが、そこら辺のところで、こ

このところが気脈を通じたような形になっているのかなというのが１点あります。 

もう１つは、在宅療養のところですが、私は、正直言って、十年前に医療政策部長をや

っていたから、そんなことを言ったら怒られてしまいますが、いわゆるコロナの４年のと

きに、なかなか診療を受けることができなかったというようなことが、実際の話でありま

す。タブーになっちゃうのかもしれませんが、そこら辺のところで、裏と表があるんです

が、最近、日経新聞のスタートアップで、ファストドクターみたいな形のものが紹介され

ていたんですが、そうしたようなことというのは、東京都が行うこの保健医療計画と、そ

うした民間の企業が行うような形のものというのも、リンクの仕方というのは、もしくは、

それを促進するというところでも、この書きぶりみたいなところ関係はいかがなのかな

ということを、率直に思って質問させていただきました。 

とりとめもない意見で申し訳ないですが、もし分かれば教えていただければと思いま

す。よろしくお願いします。 

○橋本座長 ２つありました。どっちから事務局、お答えになりますか。 

○道傳地域医療担当課長 医療政策部地域医療担当課長の道傳でございます。 

まず、在宅医療につきましてご回答させていただきたいと思います。 

吉井委員が今おっしゃったように、コロナ禍で、いわゆるファストドクター等の往診を

する事業者との連携が、非常に重要だったかと思います。 

今回の保健医療計画も、そういったコロナでのレガシーといったものを活かしていき

たいと考えてございまして、ページ数で言いますと、３３５ページの一番上のところにな

ります。なかなか往診の確保で参入できなかった医療機関、あるいは在宅医療を専門に担

う医療機関との連携強化による、２４時間診療体制の構築といったものを進めていく事

業を、今年度より東京都医師会と連携しながらやっているところでございます。 

そういった取組を推進していくという形で、コロナでのレガシーをより活かしていき

たいと考えております。 

○橋本座長 では、１番目のお答えをいただけますか。 



 - 20 - 

◯奈倉計画推進担当課長 事務局でございますが、申し訳ございません。福祉局高齢者施

策推進部の中山課長、何かフレイルについてお答えできますでしょうか。 

○橋本座長 何かお答えいただけるのでしょうか。 

 もし考え中でしたら、猪口委員が今の質問に対してのご意見があるんだと思いますが、

猪口委員、どうですか。 

○猪口委員 猪口ですが、僕は、吉井委員の質問に対してのことではないです。似たよう

なことを言いたいんですが、先ほど、保健医療圏の件で話をして、第４章の第１節の１の

東京都の役割というところで、区市町村に対してのお話も結構入れていただいておりま

したので、そこで確認が取れたからいいんですが、国ではかかりつけ医というものの定義

をして、かかりつけ医にこういうことをしろと、結構踏み込んだ意見を言っています。 

東京都のこの医療計画においても、例えば、民間病院に救急だとかいうことをしろ、と

いうような書きっぷりになっていただきますと、むしろ、我々民間病院としては、やるべ

きことが明確になるし、期待するところとしては、東京都の補助金が付くとか、計画の中

でいろいろな行政的な仕組みの中でやっていくということが望ましいのではないか。 

今のままだと、東京都は書きっぷりとしては自由で、民間病院はやりたいことをやって

いる中で、結果として社会貢献しているとか、行政的医療をやっているというような形な

んだけれども、実際は、民間病院は行政的医療も相当いろいろ東京都の医療として貢献し

ているわけですから、そういう書きっぷりにしていただいたほうが、東京都として、いろ

いろそういう指導だとか仕組みをつくっていくことができるような気がするんです。 

東京都というのは、区市町村だとか我々だとかというところに、なかなか書けないんだ

と思いますが、むしろ書いていただいて、東京都の責任の下でいろいろ誘導していただく

ほうが、この前のコロナを感じますと、足並みの乱れだとか、区市町村ごとにいろいろや

ることが違う、保健所ごとに体制が違うとなってしまいますので、難しいと思いますが、

踏み込んでいただいたほうがやりやすい部分もあるんだなと感じました。 

ですので、今回の方向性だとか書きっぷりに文句を言うわけではありませんが、行政的

に内容をいろいろ決定していくときには、少しずつ踏み込んでいただいたほうがいいよ

うな気がしております。 

○橋本座長 これからいろんなことを詰めていくときに、そのような観点からやってい

くということだと思います。積極的に役割を果たすような、お互いに明示的にやっていた

だければと思います。ありがとうございました。 

 吉井委員のフレイルの話はどうでしょうか。 

◯奈倉計画推進担当課長 先ほどのフレイルのことでございますが、素案の３８５ペー

ジ、介護予防・フレイル予防についての施策の中で記載をしてございます。 

 ここのところで、新型コロナにも触れた形で、予防等の取組が大事だということで、取

組の１のところに、「介護予防・フレイル予防、社会参加の推進」ということを書いてご

ざいますので、先ほどお答えできませんでしたが、補足させていただきます。 
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○橋本座長 吉井委員、よろしいですか。ありがとうございます。 

 実態としてはなかなかむずかしい環境が出てくる可能性があると思います。そのとき

に、高齢者のさまざまな行動の範囲とかが多分規制されていくので、どうサポートしてい

くかみたいなところですよね。単に保健医療計画だけではないような気がしますが。あり

がとうございます。 

島田委員、どうぞ。 

○島田委員 ４３６ページから４３７ページにかけてですが、４３７ページの最初の新

型コロナウイルスの感染症対応で得られた知見を踏まえてということで、日頃から市町

村、関係機関等の連携体制を構築しておく必要がありますというところです。 

市町村にはそもそも感染症に関する部署がないというか、身近なサービスは市町村と

いうことが強調されているというか、身近なサービスが市町村なので、感染症に対する専

門家が余りいなかったということと、保健所がメインであったことから、自分の周囲でコ

ロナウイルスになった人が誰だか分からないという、情報共有がされなかったというと

ころで、アプローチが難しかったというようなことを、市町村の保健師からよく聞いてお

りました。 

４３７ページに連携体制を構築しておく必要があるということがありますが、情報共

有がかなり必要であるというところを強調して書いていただけると、市町村の保健師も

非常に働きやすいのかなと思っております。 

○橋本座長 ありがとうございます。よろしいですか、事務局。 

○太田感染症予防計画担当課長 感染症予防計画担当課長の太田と申します。ご意見あ

りがとうございます。 

おっしゃるとおり、コロナ禍ではなかなか市町村への情報提供というところでいろい

ろな課題等があったというところでお話をいただいて、今回の感染症法改正で、新たに都

道府県感染症連携協議会という、保健所とか市町村の医師会との関係団体で構成される

協議会を設置して、東京都においても、感染症予防計画の改定等について協議を進めてい

るところでございます。 

ですので、その辺のご意見を踏まえて、協議等を進めさせていただいて、記載について

検討してまいりたいと思います。ありがとうございます。 

○島田委員 ありがとうございます。 

○橋本座長 よろしくお願いします。 

ほかにいかがでしょうか。 

よろしいですか。 

各所にＤＸのことが触れられていますが、これはもう一段階ＤＸが進んだときに、改め

ていろんな形が見えてくるという理解でよろしいですか。 

今ＤＸは、掛け声のほうが大きくて、実態としてどうやっていくか。ただ、僕もいろん

な病院を見ていますが、データを使ってずいぶん前から相当やっていると、いろんなもの
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ができてくる。そして、いろんな解析をすると、やらなくていいものが出てくるというこ

とがあるんですね。 

ですので、そういうふうに少し順調に進むといろんなことができるかなと思うので、も

う少し待ちましょうかねという感じですよね。ありがとうございます。 

ほかにいかがでしょうか。 

 田中委員、お願いします。 

○田中委員 東京都社会福祉協議会の田中と申します。今のＤＸのところに関連してで

すが、６３ページからですか、医療関係者、それから医療介護関係者の情報共有というこ

とが書かれています。特に在宅医療・在宅福祉を進めていく上では、在宅での情報共有が

とても大切ですが、現場の方々と話していると、特に介護領域ですが、小規模の事業者が

多いので、財源の問題、それから、マンパワーの問題、それからＩＴリテラシーの問題な

ど、それらが基盤整備として必要だと出てくるんですが、さらに地域の中で面として皆さ

んが利用していないとかえって、この事業所はファックスだ、この事業所はＩＴでつなが

っているということで、非常に手間がかかっているという問題がありました。 

何が申し上げたいかというと、一気呵成に地域として、面として入れないと、関係者で

の情報共有が進まないのかなということが１点あります。 

それから、互換性の問題があります。それぞれが違うソフトを使っていると、面として

情報が共有できないという問題が出てきていまして、瑣末なことですが、大きな問題だと

思いますので、ぜひ音頭をとっていただいて、一気呵成に互換性も踏まえて進めていただ

く必要があるかなと思いました。 

ちょっと小さいことですが、意見まで申し上げさせていただきました。 

○橋本座長  ありがとうございます。とても大きいことだと思います。 

病院の中では、電子カルテのベンダーが結構違っていて、自由に変えれるんだけれども、

前のデータを移すときにかなり不都合があって、ベンダーロックみたいな言い方をする

んですが、それが実際にありますから、とても重要な問題だと思います。 

ただ、いくつか見させていただきましたが、江東区医師会がアプリを使って、スマート

フォンを使って、それなりの情報共有をしているというのはありますが、その辺を中心に

進めてもいいなと思っています。ありがとうございます。 

○道傳地域医療担当課長 事務局でございます。在宅療養の関係でＤＸを活用した情報

共有というご指摘をいただいたかと思いまして、補足でご説明させていただきたいと思

います。 

在宅のほうの記載といたしまして、３３３ページになりますが、情報共有が重要と考え

てございまして、２つ目のポツのところにございますように、保健・医療・福祉関係者の

デジタル技術を活用した情報共有を充実するということで、東京都で多職種連携ポータ

ルサイトというものを設けておりまして、特に医療介護の部門で使われる、医療介護用Ｓ

ＮＳなどを柔軟に使えるためのポータルなどを設けてございます。 
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こういったものもご活用いただきながら、広域的な連携を引き続き促進していきたい

と考えてございます。 

○橋本座長  ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

 川島委員、どうぞ。 

○川島委員 私も地域でケアマネをやっています。今の田中様がおっしゃったようなこ

と、日頃からすごくよく感じています。 

今おっしゃったように、医療の情報連携とか共有がとても大事になっています。ぜひと

も、そこを積極的にやっていただくとありがたいと思っています。 

先生方が動きやすい環境にしていただくことを切に望んでおります。よろしくお願い

いたします。 

○橋本座長 ありがとうございます。 

ほかにいかがでしょうか。 

よろしいですか。 

今日はたくさんのご意見をありがとうございました。多分ご発言できなかったご意見

もあるように思います。それから後で考えると、言っておけばよかったみたいなところも

あると思いますが、事務局で用紙を準備しているようであります。そちらも活用いただけ

ればと思います。 

このあとですが、今日の議論を踏まえて、私と伏見副座長と事務局とで計画素案を修正

し、パブリックコメントなどの手続きを進めさせていただきたいと思いますが、よろしゅ

うございますか。お任せいただけますでしょうか。 

ありがとうございます。委員の皆様には修正した計画素案をお送りすることにより、ご

確認いただければと考えております。 

よろしいですね。 

以上をもちまして本日の議事は終了となりますが、事務局で何かありますか。 

◯奈倉計画推進担当課長 委員の皆様方、本日は誠にありがとうございました。 

先ほど橋本座長からお話がありましたとおり、素案についての追加のご意見等がござ

いましたら、お送りしております用紙にご記入いただきまして、１１月３０日木曜日まで

に事務局にご提出いただければと思います。 

１１月３０日までにいただいたご意見につきましては、本日の議論と併せまして、橋本

座長、伏見副座長にご相談させていただき、１２月中旬からのパブリックコメントに向け

て、事務局等で調整させていただければと思います。 

事務局からは以上でございます。 

○橋本座長 本日は貴重なご意見を多数いただきました。ありがとうございました。 

それでは、これにて閉会させていただきます。皆様ありがとうございました。 

 

（午後７時３５分 終了） 


